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資料番号 １ 

 

 

 

 

令和５年広島県議会 12月定例会提案見込事項 

 
１ 令和５年度一般会計補正予算 

(1) 歳  入                                （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 説  明 

国 庫 支 出 金  27,231,883 417,231 27,649,114 義務教育費負担金417,231 

諸 収 入 1,659,498 191 1,659,689 保険料191 

     

教育委員会計 38,091,604 417,422 38,509,026  

 

(2) 歳  出                             （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 説  明 

教育委員会費 38,288 132 38,420 給与改定に伴う補正132 

事務局費 3,002,085 58,611 3,060,696 給与改定に伴う補正58,611 

教職員費 

（小学校費） 
52,906,433 836,311 53,742,744 給与改定に伴う補正836,311 

教職員費 

（中学校費） 
30,209,099 416,643 30,625,742 給与改定に伴う補正416,643 

高等学校総務費 34,729,251 407,198 35,136,449 給与改定に伴う補正407,198 

特別支援学校費 16,525,937 188,001 16,713,938 給与改定に伴う補正188,001 

社会教育総務費 811,472 13,839 825,311 給与改定に伴う補正13,839 

 

教育委員会計 155,061,093 1,920,735 156,981,828  

 

 

 

 

 
 

２ 令和５年度高等学校等奨学金特別会計補正予算 

(1) 歳  入                                （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 説  明 

諸 収 入 301,400 1,257 302,657 
貸出金償還金1,218 

雑入39 
     

教育委員会計 566,984 1,257 568,241  

 

 

令和５年 12 月６日 
課 名 教育委員会事務局 

総務課 
担当者 課長 杉本 
内 線 4910 

【要求内容】 

○ 給与改定に伴う補正 1,920,735千円 

   ・令和５年４月の公民較差等に基づく給与改定 



2 

 

(2) 歳  出                             （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 説  明 

高等学校等 

奨学金 
566,984 1,257 568,241 給与改定に伴う補正1,257 

 

教育委員会計 566,984 1,257 568,241  

 

 

 

 

 

３ 予算以外の議案 

 (1) 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 
 

広島県人事委員会の令和５年給与勧告などを考慮し、市町立学校職員の給料月額及び昇給

の基準を改定 

【改正の要旨】 

≪令和５年４月の公民較差に基づく給与改定≫ 

○ 公民較差に基づく給料月額の改定を行う。 

○ 公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

≪高齢層職員の昇給制度の見直し≫ 

○ 55歳を超える職員について、昇給しないことを標準とする。 

○ 令和６年４月１日から施行する。 

 

(2) 権利の放棄について 

税外債権の徴収・整理を効率的に進めるため、回収努力を行っても、なお、回収不能となっ

た債権を放棄 

区  分 調定年度 債権額 

広島観音高等学校積立金弁償金 平成 16年度 16,205,042円 

広島県高等学校定時制課程及び

通信制課程修学奨励金貸付元金 
平成 13年度 71,000円 

広島県高等学校等奨学金 
平成 29年度 72,000円 

平成 30年度 468,000円 

高等学校授業料 
平成 10年度 71,800円 

平成 15年度 70,400円 

 

４ 180条専決処分報告案件 

損害賠償額の決定について 

地方自治法第 180条第１項の規定による専決処分 

内 容 損害賠償額  

令和５年９月７日三原市小泉町で三原特別支援学校職

員の行為によって発生した車両損傷事故 
563,365円 

 

【要求内容】 

○ 給与改定に伴う補正 1,257 千円 

   ・令和５年４月の公民較差等に基づく給与改定 


